
（参 考〕

申 ｏ・眉 出 ζ ω 提 出 ω 涜 れ１＝つ いて

申請 ・届 出受 付窓 口の発 券機で番 号札を 取 乱 （医薬品等 と、 医療 機審、 体外診 断

薬別 に発 券〕

申 請 窓 口 に、 申 請 書、 申 請 内 容 が 記 録 さ れ た Ｆ Ｄ、 申 請 資 料等 を 提 出 す る．

［申請の窓 ロオ』 杯の時］

③ 総 合 待 合 室 に 行 き
、

順 番 を 待 つ。

④ 総合待合 室の電光 掲示板に番 号が表 示されるの で、 発券機で取っ た受付番 号票の番

号オ…表 示 さ れ た ら
、 受 付 窓 口 に 行 く

．
窓 口 は、

７ カ 所 （申 謂 窓 口 は 医 薬 品 等 が １ ～

３ 番、 医 療 機 器 が ５ ～ ６ 番、 体 外 診 断 薬 が ７ 番、 ４ 番 は 共 通） あ る の で、 電 光 掲 示

板 で 指 定 さ れ た 窓 口 へ。

⑤ 申 請 窓 口 に、 申 請 書、 申 請 内 容 が 記 録 さ れ た Ｆ Ｄ、 申 請 資 料 等 を提 出 す る。

※ 機 構 の 職 員 那、 提 出 さ れ た 申 請 書 を チ ェ ック。 軽 微 な 誤 り は、 そ の 場 の 備 え付 け の

パ ソコ ンを使用 し、 申 請者が申請内容 を修正す 乱 軽微な誤り以外 の場合に あっ て

は、 申 請 書 等 を 返 還 す る の で、 持 ち 帰ｏ て 修 正 後、 再 申 請 す る。

※ 機 楮 は 申 請 を 受 け 付 た 際 に、
「受 付 票」 を 発 行 す る。 受 付 菓 は、 受 付 番 号 等 が 記 載

さ れ て お り
、

問 い 合 わ せ、 承 認 書 受 け 取 り 時 等 に 必 要 と な る の で、 無 く さ な い よ う

大 切 に 保 存 す る こ と
。

取り 込 み 添 終 了 し たＦ Ｄ は
、

返 却 す る．
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